
伊 丹 市 地 域 支 援 事 業 （ 包 括 的 支 援 事 業 及 び 任 意 事 業 ）  

実 施 要 綱  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 ） 第 １

１ ５ 条 の ４ ５ 第 ２ 項 に 規 定 す る 包 括 的 支 援 事 業 及 び 同 条 第 ３ 項

に 規 定 す る 任 意 事 業 （ 以 下 「 包 括 的 支 援 事 業 等 」 と い う 。） を 実

施 す る た め に 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 事 業 内 容 ）  

第 ２ 条  市 は ， 地 域 支 援 事 業 （ 包 括 的 支 援 事 業 等 ） と し て ， 次 に 定

め る も の の 全 部 又 は 一 部 を 実 施 す る も の と す る 。  

⑴ 包 括 的 支 援 事 業 （ 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー の 運 営 ）  

  ① 総 合 相 談 支 援 業 務  

  ② 権 利 擁 護 業 務  

  ③ 包 括 的 ・ 継 続 的 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 支 援 業 務  

⑵ 包 括 的 支 援 事 業 （ 社 会 保 障 充 実 分 ）  

  ① 在 宅 医 療 ・ 介 護 連 携 推 進 事 業  

   ア  多 職 種 協 働 研 修  

   イ  在 宅 医 療 市 民 講 演 会  

  ② 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業  

   ア  生 活 支 援 ・ 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 盤 整 備 事 業  

  ③ 認 知 症 総 合 支 援 事 業  

   ア  認 知 症 地 域 支 援 推 進 員 設 置 事 業  

   イ  認 知 症 多 職 種 協 働 研 修  

   ウ  認 知 症 初 期 集 中 支 援 チ ー ム 事 業  

  ④ 地 域 ケ ア 会 議 推 進 事 業  

   ア  医 療 相 談 環 境 整 備 事 業  

 ⑶ 任 意 事 業  

  ① 介 護 給 付 等 費 用 適 正 化 事 業  

ア  サ ー ビ ス 事 業 者 連 絡 会  

イ  ケ ア プ ラ ン の 点 検  



ウ  介 護 給 付 費 通 知  

② 家 族 介 護 支 援 事 業  

ア  家 族 介 護 教 室 事 業   

イ  家 族 介 護 用 品 支 給 事 業  

ウ  家 族 介 護 者 支 援 交 流 事 業  

エ  徘 徊 高 齢 者 家 族 支 援 サ ー ビ ス 事 業  

オ  高 齢 者 等 位 置 情 報 通 知 サ ー ビ ス 事 業  

③ そ の 他 事 業  

ア  成 年 後 見 制 度 利 用 支 援 事 業  

イ  福 祉 用 具 ・ 住 宅 改 修 支 援 事 業  

ウ  地 域 自 立 生 活 支 援 事 業  

エ  そ の 他  

２  前 項 各 号 に 規 定 す る 包 括 的 支 援 事 業 等 の 実 施 方 法 は ， 別 記 の 通

り と す る 。  

（ 事 業 の 委 託 ）  

第 ３ 条  市 は ， 包 括 的 支 援 事 業 等 の 一 部 を 適 切 な 事 業 運 営 が 確 保 で

き る と 認 め る 社 会 福 祉 法 人 等 に 委 託 す る こ と が で き る 。  

（ 調 査 等 ）  

第 ４ 条  市 は ， 委 託 を 受 け た 者 が 行 う 事 業 の 適 正 な 実 施 を 確 保 す る

た め ， 包 括 的 支 援 事 業 等 の 内 容 を 調 査 し ， 必 要 な 措 置 を 講 ず る 。 

（ 報 告 等 ）  

第 ５ 条  受 託 者 は ， 包 括 的 支 援 事 業 等 の 経 理 を 他 の 事 業 の 経 理 と 明

確 に 区 分 す る と と も に ， 包 括 的 支 援 事 業 等 の 実 施 内 容 及 び 評 価 に

関 す る 報 告 書 を 市 に 報 告 す る も の と す る 。  

（ 利 用 料 等 ）  

第 ６ 条  市 は ， 地 域 支 援 事 業 （ 包 括 的 支 援 事 業 等 ） の 参 加 者 に 対 し

て ，別 記 で 定 め る 利 用 料 を 徴 収 す る こ と と す る 。な お ，利 用 料 に

過 不 足 が 生 じ た 場 合 は ， 還 付 又 は 追 加 徴 収 す る も の と す る 。  

 （ 細 則 ）  

第 ７ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， 地 域 支 援 事 業 （ 包 括 的 支 援



事 業 等 ） の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は ， 市 長 が 別 に 定 め る 。  

付  則   

 こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則   

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ５ 年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ５ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ６ 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 



別 記  

１ 包 括 的 支 援 事 業 （ 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー の 運 営 ）  

 本 事 業 は ， 別 に 定 め る 伊 丹 市 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 事 業 実 施

要 綱 に よ る 。  

２ 包 括 的 支 援 事 業 （ 社 会 保 障 充 実 分 ）  

 ⑴ 在 宅 医 療 ・ 介 護 連 携 推 進 事 業  

  ① 多 職 種 協 働 研 修  

   ア  実 施 方 法  

     在 宅 医 療 や 在 宅 介 護 に 携 わ る 関 係 機 関 の 連 携 推 進 を 目

的 と し た 研 修 を 定 期 的 に 開 催 す る 。  

   イ  実 施 対 象 者  

     伊 丹 市 医 師 会 ， 伊 丹 市 歯 科 医 師 会 ， 伊 丹 市 薬 剤 師 会 ， 兵

庫 県 介 護 支 援 専 門 員 協 会 伊 丹 支 部 及 び 伊 丹 市 介 護 保 険

事 業 者 協 会 に 加 盟 す る 法 人 の 職 員 並 び に 市 長 が 必 要 と

認 め た 者  

   ウ  参 加 料  

     参 加 料 は 無 料 と す る 。  

  ② 在 宅 医 療 市 民 講 演 会  

   ア  実 施 方 法  

     別 に 定 め る 在 宅 医 療 市 民 講 演 会 開 催 要 領 に よ る 。  

 ⑵ 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業  

  ① 生 活 支 援 ・ 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 盤 整 備 事 業  

   ア  実 施 方 法  

     別 に 定 め る 伊 丹 市 生 活 支 援 ・ 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 盤 整 備

事 業 実 施 要 綱 に よ る 。  

 ⑶ 認 知 症 総 合 支 援 事 業  

  ① 認 知 症 地 域 支 援 推 進 の 配 置  

   ア  実 施 方 法  

     別 に 定 め る 伊 丹 市 認 知 症 地 域 支 援 推 進 員 設 置 事 業 実 施

要 綱 に よ る 。  



  ② 認 知 症 多 職 種 協 働 研 修  

   ア  実 施 方 法  

     別 に 定 め る 伊 丹 市 認 知 症 多 職 種 協 働 研 修 推 進 事 業 実 施

要 綱 に よ る 。  

  ③ 認 知 症 初 期 集 中 支 援 チ ー ム 事 業  

   ア  実 施 方 法  

     別 に 定 め る 伊 丹 市 認 知 症 初 期 集 中 支 援 チ ー ム 事 業 実 施

要 綱 に よ る 。  

 ⑷ 地 域 ケ ア 会 議 推 進 事 業  

  ① 医 療 相 談 環 境 整 備 事 業  

   ア  実 施 方 法  

     地 域 ケ ア 会 議 に お け る 困 難 事 例 等 の う ち ， 医 療 ニ ー ズ が

高 い も の や 医 師 の 支 援 が 必 要 と さ れ る も の 等 に 対 し て ，

伊 丹 市 医 師 会 と の 協 働 の 下 ， 日 常 生 活 圏 域 を 担 当 す る 医

師 を 配 置 し て 相 談 支 援 等 を 実 施 す る 。  

   イ  実 施 対 象 者  

     地 域 福 祉 ネ ッ ト 会 議 等 の 地 域 ケ ア 会 議 の 関 係 機 関  

３ 任 意 事 業  

⑴ 介 護 給 付 等 費 用 適 正 化 事 業  

① サ ー ビ ス 事 業 者 連 絡 会  

   ア  実 施 方 法  

介 護 保 険 制 度 の 円 滑 な 運 営 の た め の 企 画 ・ 立 案 ， サ ー ビ

ス 事 業 者 が 行 っ て い る 事 業 等 に つ い て の 情 報 交 換 を 行 う 。 

  イ  実 施 対 象  

    伊 丹 市 内 に 所 在 す る 介 護 保 険 サ ー ビ ス 事 業 者  

② ケ ア プ ラ ン の 点 検  

  ア  実 施 方 法  

ケ ア マ ネ ジ ャ ー が 作 成 し た 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 又 は 介 護  

予 防 サ ー ビ ス 計 画（ 以 下「 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 等 」と い う 。）

の 内 容 に つ い て ， 市 職 員 等 が ， 当 該 ケ ア マ ネ ジ ャ ー に 係



る 事 業 者 へ の 訪 問 に よ る 調 査 ， 当 該 事 業 者 か ら 提 出 さ れ

た 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 等 の 確 認 そ の 他 の 方 法 に よ り 点 検 し ，

当 該 事 業 者 そ の 他 必 要 な 者 に 必 要 な 指 導 を 行 い ， 介 護 給

付 等 に 要 す る 費 用 の 適 正 化 を 図 る 。  

  イ  実 施 対 象  

伊 丹 市 の 被 保 険 者 に 対 し ， 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 等 を 作 成 し

た ケ ア マ ネ ジ ャ ー に 係 る 指 定 介 護 支 援 事 業 者 及 び 指 定 介

護 予 防 支 援 事 業 者 等 。  

③ 介 護 給 付 費 通 知  

  ア  実 施 方 法  

介 護 給 付 等 の 受 給 者 に 対 し ,当 該 受 給 者 の 介 護 サ ー ビ ス

の 利 用 状 況 ,当 該 介 護 サ ー ビ ス に 要 し た 費 用 ，当 該 受 給 者

が 負 担 す る 額 そ の 他 当 該 受 給 者 の 介 護 サ ー ビ ス に 係 る 事

項 を 記 載 し た 書 面 を 通 知 し ,当 該 受 給 者 に 当 該 事 項 の 確

認 を 促 す こ と に よ り ， 介 護 給 付 等 に 要 す る 費 用 の 適 正 化

を 図 る 。  

  イ  実 施 対 象  

伊 丹 市 の 被 保 険 者 の う ち ， 介 護 給 付 等 を 受 給 し た 者 。  

⑵ 家 族 介 護 支 援 事 業  

① 家 族 介 護 者 教 室  

  ア  実 施 方 法  

高 齢 者 を 介 護 し て い る 家 族 や 近 隣 の 援 助 者 等 に 対 し ， 介

護 方 法 や 介 護 予 防 ， 介 護 者 の 健 康 づ く り 等 に つ い て の 知

識 ・ 援 助 を 習 得 す る た め の 講 座 を 開 催 す る 。  

  イ  利 用 対 象 者  

    高 齢 者 を 介 護 し て い る 家 族 や 近 隣 の 援 助 者 等  

  ウ  利 用 料  

    無 料 。 た だ し ， 教 材 費 等 は ， 利 用 者 負 担 と す る 。  

② 家 族 介 護 用 品 の 支 給 事 業  

  ア  実 施 方 法  



    支 給 対 象 者 に 対 し ， 市 長 が 別 に 定 め る 介 護 用 品 を 支 給 す

る 。  

  イ  利 用 対 象 者  

    介 護 保 険 法 第 １ ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 要 介 護 認 定 に お い

て 要 介 護 ４ 又 は ５ 及 び 同 等 と 判 定 さ れ た 市 民 税 非 課 税 世

帯 で 失 禁 の あ る 在 宅 高 齢 者 （ 生 活 保 護 法 の 被 保 護 世 帯 を

除 く 。）  

  ウ  支 給 限 度 及 び 支 給 方 法  

    介 護 用 品 の 市 の 支 給 助 成 相 当 額 （ 年 額 ７ ５ ， ０ ０ ０ 円 程

度 ） の ９ ／ １ ０ の 範 囲 内 で 別 に 定 め る 月 額 を 超 え な い 額

に 相 当 す る 介 護 用 品 を 市 長 が 選 定 し た 事 業 者 か ら 納 品 す

る 。  

  エ  本 人 負 担  

    介 護 用 品 支 給 の 月 額 の １ 割 を 事 業 者 に 支 払 う 。  

  オ  申 請   

    サ ー ビ ス を 受 け よ う と す る 者 は ， 別 に 定 め る 様 式 に よ り

市 長 に 申 請 し ， 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

  ③ 家 族 介 護 者 交 流 事 業  

   ア  実 施 方 法  

     高 齢 者 を 介 護 し て い る 家 族 の 当 事 者 会 に ， 介 護 者 相 互 の

交 流 会 の 開 催 を 委 託 し ， 介 護 者 の 心 身 の 元 気 回 復 を 図 る 。 

   イ  利 用 対 象 者  

     高 齢 者 を 介 護 し て い る 家 族  

   ウ  利 用 料  

     無 料 。 た だ し ， 教 材 費 等 は ， 利 用 者 負 担 と す る 。  

  ④ 徘 徊 高 齢 者 家 族 支 援 サ ー ビ ス 事 業  

  ア  実 施 方 法  

     別 に 定 め る 伊 丹 市 徘 徊 高 齢 者 家 族 支 援 サ ー ビ ス 事 業 実 施 要

綱 に よ る 。  

  ⑤ 高 齢 者 等 位 置 情 報 通 知 サ ー ビ ス 事 業  



   ア  実 施 方 法  

別 に 定 め る 伊 丹 市 高 齢 者 等 位 置 情 報 通 知 サ ー ビ ス 事 業 実 施

要 綱 に よ る 。  

⑶ そ の 他 事 業  

① 成 年 後 見 制 度 利 用 支 援 事 業  

ア  実 施 方 法  

   別 に 定 め る 伊 丹 市 成 年 後 見 制 度 利 用 支 援 事 業 実 施 要 綱 に

よ る 。  

② 住 宅 改 造 事 業  

ア  実 施 方 法  

   別 に 定 め る 伊 丹 市 住 宅 改 造 助 成 事 業 実 施 要 綱 に よ る 。  

③ 高 齢 者 世 話 付 住 宅 （ シ ル バ ー ハ ウ ジ ン グ ） 生 活 援 助 員 派 遣 事  

 業  

ア  実 施 方 法  

   別 に 定 め る 伊 丹 市 高 齢 者 世 話 付 住 宅 （ シ ル バ ー ハ ウ ジ ン

グ ） 生 活 援 助 員 派 遣 事 業 実 施 要 綱 に よ る 。  

④ 住 宅 改 修 理 由 書 作 成 等 助 成 事 業  

ア  実 施 方 法  

     介 護 保 険 法 施 行 規 則 第 ７ ５ 条 及 び 第 ９ ４ 条 に 基 づ き ， 居 宅

介 護 住 宅 改 修 費 及 び 介 護 予 防 住 宅 改 修 費 （ 以 下 「 居 宅 介 護

等 住 宅 改 修 費 」）の 支 給 申 請 に 係 る 理 由 書 を 作 成 し た も の に

対 し ， 助 成 金 を 交 付 す る 。  

イ  助 成 対 象 者   

   介 護 支 援 専 門 員 若 し く は 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー に 勤 務 す

る 社 会 福 祉 士 ， 保 健 師 又 は 看 護 師 で あ っ て ， 要 介 護 者 又

は 要 支 援 者（ 以 下「 要 介 護 者 等 」と い う 。）の 希 望 に 基 づ

き ， 居 宅 介 護 等 住 宅 改 修 費 の 支 給 申 請 に 係 る 理 由 書 を 作

成 し た 場 合 に ， そ の 者 が 所 属 す る 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 ，

介 護 予 防 支 援 事 業 者 又 は 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 等 に 助 成

す る も の と す る 。た だ し ，本 市 が 当 該 要 介 護 者 等 に 関 し ，



理 由 書 を 作 成 し た 月 に 係 る 居 宅 介 護 支 援 費 又 は 介 護 予 防

支 援 費 を 支 給 し て い な い 場 合 に 限 る 。  

ウ  助 成 額  

     １ 件 あ た り ２ ， ０ ０ ０ 円  

エ  申 請  

   助 成 を 受 け よ う と す る 者 は ， 介 護 保 険 住 宅 改 修 費 支 給 申

請 理 由 書 作 成 費 助 成 請 求 書 （ 様 式 １ 号 ） で 市 長 に 申 請 し

な け れ ば な ら な い 。  

⑤ 介 護 相 談 員 派 遣 事 業  

ア  実 施 方 法  

   本 事 業 は ， 別 に 定 め る 伊 丹 市 介 護 相 談 員 派 遣 事 業 実 施 要

綱 に よ る 。  

⑥ 福 祉 用 具 住 宅 改 修 研 修 事 業  

ア  実 施 方 法  

   介 護 保 険 の 対 象 と な る 特 定 福 祉 用 具 を 販 売 す る 事 業 者 や

住 宅 改 修 を 施 工 す る 事 業 者 ・ ケ ア マ ネ ジ ャ ー に 対 し て 改

修 事 例 を 通 じ た 研 修 の 実 施 ， パ ン フ レ ッ ト を 作 成 し て 周

知 を 図 る 。  

イ  実 施 対 象  

   福 祉 用 具 ・ 住 宅 改 修 事 業 者 又 は 介 護 支 援 専 門 員 等  

 


